
福島市告示第１３５号 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可した庭坂駅

前町内会（平成２４年７月１７日告示第１８８号）から、同条第１１項の規定による届出（告示

された事項に変更があった旨の届出）があったので、同条第１０項の規定により次のとお

り告示する。 

                                                                         

令和８年４月２７日 

                                                   

                                福島市長 馬場 雄基 

 

 

  １ 代表者の氏名及び住所 

    氏名 齋藤 寿人 

    住所 福島市町庭坂字狐林７－１７ 

 

  ２ 主たる事務所の所在地 

    福島市町庭坂字狐林７－１７ 


